
大型 MICE 施設建設用地環境整備業務（R７-３） 

業務仕様書 

 

１. 業務名 

大型 MICE 施設建設用地環境整備業務（R７-３） 

 

２. 発注者 

沖縄県知事 玉城 康裕 

 

３. 業務目的 

大型 MICE 施設建設用地内の雑木や小さな樹木等を除去し、敷地外へ雑木等が飛び出すこ

とを防ぎ、同用地の環境維持を図ることを目的とする。 

 

４. 業務内容 

大型 MICE 建設用地内の臨港道路３号線から北側の用地を対象とする。 

当該用地の県道 77号線に面する区域並びに国道 329 及び臨港道路３号線に面する区域の

一部（約 500ｍ）について、立入禁止フェンスから内側約３ｍの範囲を重機等によってギン

ネム等を根本付近から伐採し、運搬、処分すること。 

 

５. 施行場所 

与那原町字東浜 66番地、西原町字東崎 23 番地等 

 

６. 施行期間 

契約締結の翌日から令和８年３月 23 日まで 

 

７. 数量等 

伐採等範囲： 

対象範囲のフェンス内側約３ｍ 

合計約 1,500 ㎡（３ｍ×500ｍ） 

運搬・処分：約 130ｔ 

伐採木への除草剤散布：約 1,500 ㎡ 

※ただし、現地を確認した上で対象範囲

を変更する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

対象範囲 



 

８. 成果物 

(1) 作業の進捗を確認できる写真（作業前、作業後のもの） 

(2) 業務を実施した箇所が確認できる資料 

※上記一式をファイル等に綴って提出すること 

 

９. その他留意事項 

(1) 業務の実施にあたり、疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議して解決するものと

し、その協議は書面にて行うものとする。 

(2) 運搬・処分の数量について、仕様数量を超える見込みが生じる場合は、事前に協議を行

うこと。事前協議の前に仕様数量を超えて処分したものについては、変更対象外とす

る。 

(3) 業務範囲内の廃棄物の集積、処分は含まない。ただし、変更等によって処分を行う場合

は、適切に実施すること。 

(4) 大型 MICE 施設建設用地内には、土地の借用による事業者の財産等がある。当該財産等に

損害を生じさせた場合、その損害の賠償については受注者が負担する。 

(5) 書面により県の承認を受けた場合を除き、第三者に対し業務の全部または一部の実施を

委託し、もしくは請け負わせてはならない。 

 

 


